
                    
 
  

 
  ①相談受理件数（件数）                       ②心の教育センターに相談者をつないだ相手と内訳（件数） 
 
 
 
 
 
     ・心の教育センターの相談支援体制について、様々な機会を通して周知した成果が表れており、相談件数は増加している。 
     ・来所が難しいケースは訪問支援を行い、学校等と連携しながら教員やＳＳＷと一緒に訪問するなどの支援を進めている。 
     ・現在のところ、関係機関と連携が必要となる事案はない。（学校との連携が中心） 
   ③関係機関との連絡協議会の開催  
    Ａ  教育相談関係機関連絡協議会（９団体）［年間２回］ 
     ・第１回教育相談関係機関連絡協議会を、５月２日に実施。関係機関の業務内容や連携内容を共有。        
    Ｂ 教育支援センター連絡協議会（２１機関と参加希望の市町村担当者）［年間３回］・・・今後実施予定。 
   ④保護者（家庭）支援  
     ・保護者交流会（月１回程度）、「子育て講演会」（年２回）・・・今後実施予定。 
   ⑤相談者の希望に基づく発達検査の実施 
     ・検査結果等をもとに支援方法について家庭や学校に助言・・・該当事例なし。 
   ⑥指導主事・相談員の資質向上 
     ・所内ケース会議等での事例に対するスーパーバイズを実施。 
     ・所内に専門家がいることにより、事例に対するより正確な見立てや、効果的な支援について助言できる状況。 
 
  
   ①校内研修 
    ・学校からの依頼による研修参加回数・・・３２回 
 
 
   ①緊急事案等への対応（ＳＣスーパーバイザー、ＳＳＷと指導主事等を派遣） 
    ・４月以降１２事例に対応。 
    ・個別ケース会議の開催や、参加により、関係機関と連携を図る。支援方針に対する助言（医療機関への接続、事例に対する見立て、対応の仕方等）や当該学 
     校に配置されているＳＣへの助言等を実施。 
   ②学校配置ＳＣ、ＳＳＷの資質向上 
    ・学校配置ＳＣ、ＳＳＷが、児童生徒、保護者、教職員から受けた相談等に対するスーパーバイザーよりの助言・・・本年度３０件 
    ・本年度に入りＳＣ、ＳＳＷからの相談が増加（昨年度０件）。助言を受けることで、ＳＣやＳＳＷが自信をもって相談に対応。 
   ③学校（支援センター）等への訪問支援や連携 
    ・校内支援会への派遣や、教職員が来所しての支援会、情報交換の実施・・・３８件（前年比２８件増） 
    ・昨年より増加し、学校との連携が促進。 
 
 
   ①来所者にやさしい環境整備【相談室（１）、プレイルーム（３）、電話相談室（１）、所長室（１）、職員室（２）、玄関ホール（１）】 
     ・相談が多い日や母子分離面接等により相談室が不足するときは、教育センター分館を使用。 
    ・軽い運動や交流活動、プレイセラピー等は教育センター分館体育館も使用。体育館は研修会等により使用できない場合あり。 
 

心の教育センターの相談支援体制の現状 心の教育センターの現状（５月末現在） 

来所・ 

訪問相談 
電話相談 

メール 

相談 

Ｈ２７ ６７ １６０ ３３ 
Ｈ２８ １０７ １６２ ３３ 
前年比 ＋４０ ＋２ ±０ 

学校 

教員 

学校 

ＳＣ 
学校 
ＳＳＷ 

医療 教育 福祉 
各種 

広報 
その他 合計 

Ｈ２７ ２９ ９ ０ ０ ５ ３ ６ １５ ６７ 
Ｈ２８ ４４ ２１ ５ ０ ６ ３ １４ １４ １０７ 
前年比 ＋１５ ＋１２ ＋５ ０ ＋１ ０ ＋８ ‐１ ＋４０ 

（１） 相談・支援の充実 

（２）教職員研修の充実 

（３）学校支援の充実 

（４）来所者への配慮 
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